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道路交通法の一部改正に伴う 「交通切符等の記載例」の補正について（通知）

令和元年6月5日に公布された道路交通法の一部を改正する法律（令和元年法律第20

号）のうち、 自動車の自動運転の技術の実用化に対応するための規定については、本年

4月1日に施行されました。

また、これに伴う、道路交通法施行令の一部を改正する政令（令和元年政令第109号)、

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和2年内閣府令第29号)等の規定も、

同日施行されています。

これらの改正に伴い、 「交通切符等の記載例」について、 自動運行装置使用条件違反

等の新設の他、整備不良（尾灯等）違反に条文ずれ等が生じたことから別紙補正用紙を

関係職員に配付する等し周知をお願いします。

なお、主な変更点、補正内容について別添資料を添付しますので、告知時には誤りの

ないよう併せてご指導をお願いします。

以上
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～改正道路交通法(令和2年4月旧施行分)主な変更点について～

1 道路運送車両法第41条に第2項（自動運行装置を定義）が追加されたため、罰条

欄に「車41」 と記載されていた反貝ll行為（整備不良（尾灯等) )等について「車41 ． 1」
に変更。

2 自動運転技術の実用化に対応するための規定（道路交通法第2条第1項第13号の
2及び第17号）が整えられたため

・ 整備不良に自動運行装置整備不良車運転を追加

・ 作動状態記録装置不備

・ 自動運行装置使用条件違反

を追加。

3道路運送車両法第41条第16号の「窓ふき器｣が「窓拭き器」に改められたため、
整備不良（尾灯等）の該当部分を変更。

※併せて、 P221からP242「整備不良車の違反形態ごとの保安基準等の適用条・項・号」
文中記載の

車41 (※※）

については

車41 ． I (※※）

と読み替えるものとする。
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～補正内容～
前記1に関する補正1

P91 【無灯火】 口自動車の前照灯無灯火

口自動車の夜間以外の前照灯無灯火

●

P93 【無灯火】

Plll 【整備不良】

口自動車の車幅灯無灯火

ロハンドル整備不良車運転

ロブレーキ整備不良車運転

口走行装置整備不良車運転

口消音器等装置整備不良車運転

口速度抑制装置整備不良車運転

口座席整備不良車運転

口窓ガラス整備不良車運転

口前照灯整備不良車運転

口車幅灯整備不良車運転

口側方灯等整備不良車運転

口尾灯整備不良車運転

口制動灯整備不良車運転

口後退灯整備不良車運転

口方向指示器整備不良車運転

口灯火の色等の制限違反車運転

口窓拭き器整備不良車運転

口速度計整備不良車運転

口車わく車体整備不良車運転

口巻込防止装置整備不良車運転

口後部反射器整備不良車運転

口大型後部反射器整備不良車運転

口後写鏡整備不良車運転

口直前障害物確認鏡整備不良車運転

口警音器整備不良車運転

●

P113 【整備不良】●

P115 【整備不良】●

P117【整備不良】

Pll9【整備不良】

●

P121 【整備不良】℃

P123 【整備不良】

P125 【整備不良】●

P127【整備不良】

P129【整備不良】●

P131 【整備不良】●

P133 【整備不良】

P135 【庫行記録言【運行記録計

□ばい煙等発散防止装置整備不良車運転

口運行記録計不良車運転

(X)に補正する。

不備】

(X)を車41 ･ 1にある車41

前記2に関する補正

･ P115 【整備不良】に口自動運行装置整備不良車運転を追加

･ P137に【作動状態記録装置不備】を追加

･ P149に【自動運行装置使用条件違反】を追加

2
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3前記3に関する補正

P127【整備不良】窓ふき器整備不良車運転を窓拭き器整備不良車運転に補正●

、

/、

缶

ノ
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（別畿221P参照ノ 、コイルばねの端部が雛寵し
ている。

・ジヤッキアップ時にコイル

医ねの

i取付部に著しいがたがある。
：嬬部が離脱する．

・坂ばねを逆に取I)付けてい
る。

･ｺｲﾙばね〔仮ばね）の一

部を切断しており

1噸曝那に鮎赫 ト

Iタイヤにフュンダ｜
との接触藻がある。

・コイルばねを締付具で締め

付けてお抑

I皐凝部に路議 I

｛タイヤにフェンダi
との接触痕がある、

〆露絢の一瞬を…っており

1噸涯部に路瀧 I

（タイヤにフ.エンダi
‘ との接触疵がある。

：過失犯良19.,1
_……一迄挫蝿驚随 j

ロ連行記録計/i《良職更転〔迩反態悌呵篭〕
63の2． 1 ，121 ． 1 （”〕 1例）

2)､小11． 1(Zl)､ ･端えて'ず､な恥へ

“－| ； ； ’ 寵驚喜れて､,嬢吻､‘‐破損

注:卓I侭鎗重飛が8 1．ﾝ

圦_胆又は雄大調穂撤

鰯鎧綻蕊
する雑けん引自動車

をけ人‘引するけん引｜
自助車を含む診）に『

限られる。

整禰不良

鋤泥灯等）

朧；運転卜．

命者につ

いてば、

切符は適

用Lな

い⑭ 1

1 1A,.i〕

③
趣
１
１
１

917

I
l i

｜
I

1運行記録内{･ ’

1京 朧1二 I

｜職：連抵'ず
布蕃につ

いて砿、
↑ 1日】

錫祢紘適

増 ＆〃 な｡
1 1．，.）

： 〔Pj､敏な甑

鵡蹴i』馴

叫'1付i唾えび“鞭>状塊･帷ひに孵躯す. 、き‘ !〈r,涯鱈11t
す ること､

c概整ぎれていない』には､チャー，詮〔jd鍼玩綴）
又;tデーヶカー'､,を入れていない場合や.蒋幟蝿節きれ
でいなL‘堆合､故疎;こより作動しな､‘･場合罪が含まれろ

'塒鎚斗i項妃故劉）

'記録川餓を入れていないぐ ．時聞調節されていない諭

、故障して全く作勧しない翁

○調整されていない及び破損の場合は、保給の2 ． ｺ

Iこ縦いて保細告及び保蕊告の桑文を記戒ずること。
、平成'8年'2月3噸以前に製造善れた自動斑

保矧告229. 1(1)、侭58、俣繋告56.1<2)ｨ．

、 ．上記以外保細告認9. 1(1）

6if



P137 P138

遡 反則（違反）靭項・罰条慨

本文($二沙） ｜ 補足夢現補足夢現
反則(違反〕

行為力菰類

反剛金額番
号

報皆齋 、 続欄 術 考

M願潔 （補足鵜）

略図記救

現場付近及び速成の状況並びに符記すべき事項を記戦
すること命

口作動状態紀録裟置不良

車運転
63の2の2･ 1，1 19． 1

（7の2)、車41 ・ I （20）

車41 . Ⅱ､侭48． 11

〔通反態嫌明記〕

(側）

、伽えていな↓､。

・正確に記録することができ

ない帥
の
２

作助状態記録

装謎不燃
'2191716

Ｊ１
ツ
ー

’
路1割記城ロ安全運転愛務連反

70,119. 1(9)

〔違反態様明識

(例）

・ハンドルから両手を離して

運転L,た。

､サドルに腰部をのせ両足を

あげ水平運転した。

・蛇行運転しながら前車を追

い趣した．

現鰡付近及び遮災の状況並びに特記-す･べき事項を記減
すること．

(例） ・阿手を離し、たばこに火をつけ象がら運転
・南から北へ鞠'㈹、走行現認

も行遮転回例 N蛇

q

・謡言研参輪 、鍼､
b

fZfe
△

1溝2m

「3現泌始期地点 E回被迷惑迩両

圖遮反車1,停止…点 画溺祷箪両
f Lc停車地貞 △現露位掻

安念連転装務

違 灰

D-、

、2ﾉ..!〕

61 ’ 割1〃 9;了'5

Ｊ
１
日
日
９
０
■
Ｉ
。 ｝
過失犯119．n

口安全運転
1
＄

！

、

略
す
Ｈ

}図記戦

現場付近及び迩反の状況並びに特記すべき事項を記戦
~ること。

例} ;砿ﾃ人の“に汚水が飛散|した

〔違反態禄唄記〕
(列〉

・徐行しない．

.－時伸1tLない｡

ロ|際|飛撤“5

71“､120・ I(9)
泥はｵ2運転

帥.敬なし〕

6166Z

I

P149 P150

瀞I辰劉(進膜)鴬
号|行為の“1綱

反副金蕪

蕊雛
反則（逮反）悪項・罰条柵

報告轡 。 綻柵 篇 孝
本文(忍二識’ 補足事劉〈補足儲〉

婚音器不侭

71”2,120. 1(9)

規9の畠の3

〔逓反熊嫌蝋記〕
｛例i

･消音器を傭えていない。

・消音器を切啄

・騒音低減機撫を除去

・排気ロ以外の開口

○略図記載

･現場付近及び違反の状況並びに褥記すべき鼎項を記

載すること。
鮠
の
２
消音器不備

〔2点〕

716 615

○蹄図記紘

○現場付近及び違反の状況並びりこ特記すべき事項を記

戦すること。

〔違反態様覗記〕
(侭）

､使用条件違反

儲織m)

口自動運行装圃使用条件
違反

71の･1の2． 1 ，1 19 ． 1
（9の3）屯41 ． 1 （20）

車41 ． 11 ．保･'8． 11

腸
“
の
３

自動運行装冠

使用条件迩反

〔2点1

i219 716

屋高速自動亙睡道等大型

喫勤二輪車等染車方法

迩反（大槻墨絵免許）

71の4'、‘119の3, 1(6)

。溺速罰劾車剛道等普通

自動二輪車嬢車方法迩

反（普通二憐免許〉
71の4．Ⅳ､il9の3.悪6〉

罰大發自勤二識単初,し,運

随 転考繁車方法連反
〈大遮荒輪免許）
71の4.V,119の3. 1焔’

二普通爵劾二輪恥栃心逆
転考乗車方法違反

（大型二総免詐）

71の4.V､119鈴3. 1麺

．普通自測.房二輪叩初心理

｜憲壁蕊鮮
I ？',“､列､2 1”』ﾖ. i (｡』

略I慾記載

現場付近及び遠反の状況並びに特記すべき蛎項を記載
すること。

縦反状況］

（例）大型潟勤二輪車の後舗座燃にj独人郎○0歳を乗

車させて運転した｡

大型目勤二穂

唯等乗車方法

違 反

『･)Ijjl

齢
の
趣
４

垂測心連均;溝撫我女零：.鍔
燐途艇
71ｸ噂･ I ､魅1 . 1 ！曽力

3ﾉ.違噌の6.豊W》.『

。初心速羅者媛職表示幾
勝迩反
71の5. :,1，121． ．1 （9の

3)､規轆》6､蝿9の？

注: 71 >『i･ I (よ'.#1 1'弓:11.1

肋Jlf, TI"15． 11 (産杵
遡{.i l[Ij1W)j塀『

’
1通j迅態辮難il』j

i例）

1 1阜ImjAぴ没IiIi:＆初.し,墓

ト.,締謂‘鼠をつけ弓､rいをも ,

聖. lili l脚ﾉえW知I胆'j初.L,謹

撫ff蝋1殿が兇えない

i§職記城

現職付近及び違反の状況並びに蒋蕊すべ息掘項を記斌
『･ろ､ニとう

:撫輝難

’竃

《
０ 姥

5 ；徒務遮賦

畑点〕
過失蝿121 ． [1

画表示 ｝
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｉ
ｌ
、 ’


